
オンライン設計協議の試行（概要版）

概 要

・モバイル端末等によるビデオ通話（映像と音声の双方向通信）機能の一部で
ある画面共有機能を用いて図面等の設計図書の審査、協議を行う
・受発注者相互に映像と音声をリアルタイム配信し、確認を行うことで受発注
者が必要となる情報を得ることができるもの
・対象委託業務には設計図書に記載し、受注者が希望する場合に実施

利用するシステム等

受注者
PC、タブレット等のモバイル端末
（受注者が用意）

発注者
iPad（浜松市で配備する端末を利用）等
※受注者による準備は不要

利用サービス
・発注者の端末で利用可能であることを要件として
受注者が選定
・Zoom等のWeb会議サービスを想定

※特別なシステム導入等を前提としないため、費用は諸経費に含むものとし別途計上はしない



オンライン設計協議の実施方法・留意事項

実施方法

・受注者は発注者と事前に協議を行い、オンラインの設計協議の適用、仕様、
実施記録の方法を計画し発注者の承諾を得る。

必要事項

・設計業務計画書等に実施計画、仕様、実施記録の方法を記載
・市担当者が受発注者で対面が必要であると判断した場合は、対面による立会
を実施する。

適用

・受発注者の求めに応じて、それぞれの端末から図面等の協議資料を音声と共
に画面を共有しつつ、双方向通信で相互に確認を行う。



オンライン設計協議を実施するための利用サービス（参考）
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」

オンライン設計協議の運用イメージ

受注者

設計図書（ＰＤＦ）

浜松市庁内

設計事務所

画面共有

インターネット回線
モバイル回線

タブレット・※ＰＣなど

手持のパソコン・
タブレット

●受発注者双方の求めに応じて、それぞれの端末から
図面等の協議資料を音声とともに画面を共有する

●タブレットとデジタルペンシルがあれば、ＰＤＦ
図面等に直接書き込みができ、その様子を共有でき
ることから、効率よく協議を進めることが期待でき
る（ペーパーレス設計協議）

モバイル回線

市担当者

※カメラ・マイク・イヤホン等が必須



オンライン設計協議の画面共有イメージ

●ビデオ通話アプリで画面共有機能を使った一例（受注者がホストの場合）
●適宜スクリーンキャプチャを行って、協議内容を保存することができる

市担当者

Apple Pencilで記載
された受注者のコメント

協議中の設計図


